
意思疎通支援者が派遣されるまで 
 
１．市町村意思疎通支援事業（個人派遣） 
 
    
 
 
 
 
 
                         
                               
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                      
  
 
２．団体派遣 
 
                        
 
 
 
 
 
                               
 
 

聴覚障害者 
（ろう者や難聴者など） 

申請者 
 

①通訳依頼 

市町村役場 

⑤決定通知 

②
手
配
依
頼 

④
決
定
通
知 

手話通訳者 

要約筆記者 

 

鹿児島県 
視聴覚障害者 
情報センター 

③連絡調整 

行政関係 
民間団体など 

 

鹿児島県 
視聴覚障害者 
情報センター 

①通訳依頼 

③決定通知 

手話通訳者 

要約筆記者 

 


